
社会福祉法人登米市社会福祉協議会  平成 28年 6月発行№86   

みなみかた支所だより 
 

 

 

社会福祉法人登米市社会福祉協議会南方支所 〒987-0401 登米市南方町新高石浦 130番地 

電話 0220－58－5303  FAX0220－58－5304          子育てサポートセンター内 
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(ふりがな) 

参加者名 

学校名 

         小学校 

学年 

      年 

保護者名 電話番号 

住  所    登米市 南方町 

発行 
編集 

【開催日時】 平成２８年７月２８日（木） 
南方総合支所前 

        ８：３５集合－１６：３０解散（予定） 
【行  先】 葛岡工場・リサイクルプラザ 見学 

昼食休憩 
       仙台国際センター駅 地下鉄乗車 
       多賀城市立図書館 見学 

 

【対 象】 小学４～６年生 
【持ち物】 飲み物、上靴 

筆記用具 
【参加費】 ５００円 
【定 員】 １０名程度 

【申込み】 下記の申込用紙又は電話にて７/１５まで申込下さい 
社協南方支所（電話）58‐5303／（fax）58‐5304 

 

申込先 登米市社協南方支所（登米市南方総合支所内：子育てサポートセンター隣） 

【開催日時】 平成２８年７月２７日（水） 

午前１０時～１２時３０分 

【内 容 】 『災害ボランティアセンターの運営について』 

【講  師】 ウェザーハート災害福祉事務所 

       代表：千川原 公彦 氏 

【申込み】 平成２８年７月１５日（金）まで 

【申込先】 社協南方支所（電話）５８‐５３０３ 

【その他 】 当日は非常食体験もございます。 
 

千川原氏は現在“熊本地震”の

被災地支援に携わっており、当日

は熊本地震の状況についても、お

話をいただく予定となっております。   

多くの皆様のご参加をお待ちし

ております!! 



社協は市からの補助金や受託金、共同募金配分

金、介護保険等の収入によって運営されていま

す。しかし、地域福祉事業展開に係る財源は皆様

からいただく貴重な会費で賄われています。 

会員加入・会費納入にご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 律 相 談（要予約） 

日にち 7月 20日（水） 

時 間 13：00～16：00（一人 30分） 

会 場 南方公民館 

予約先 電話 ５８－５３０３ 

  

生 活 相 談（予約不要） 

日にち 7月 11日（月） 

時 間 13：30～15：00 

会 場 南方農村環境改善センター 

 
法人運営事業         ボランティアセンター事業 

◆地区委員会開催       ◆ボランティア斡旋 

◆生活安定資金運営委員会開催 ◆災害ボランティア研修・設置訓練 

◆資金貸付事業        ◆災害ボランティア運営協議会の開催 
 

地域福祉推進事業       共同募金事業 

◆小地域ネットワーク事業   ＝高齢者を対象にした事業＝    ＝幼児を対象にした事業＝ 

◆地域福祉教育推進事業    ◆南天の会            ◆うさちゃんクラブ 

◆生活支援体制整備事業    ◆非常時持出袋贈呈事業      ＝住民を対象にした事業＝ 

◆地区懇談会         ◆緊急災害連絡カード発行     ◆地域支援研修会 

◆支所だより発行       ＝児童・生徒を対象にした事業＝  ◆配食サービス研修会 

◆相談所開設         ◆福祉体験学習会         ◆ミニデイ研修会 

◆福祉用具貸出事業      ◆キャップハンディ体験      ◆ライフアップ講座 

◆善意銀行運営        ◆ボランティア協力校指定事業   ◆歳末たすけあい     

◆小地域ネットワーク事業   ◆Ｊボラ体験隊           義援金贈呈事業 

推進協議会開催       ◆出張サンタ 

◆福祉活動推進員長会議     

   及び研修会開催       受託事業 

◆生活相談員研修会開催    ◆家族介護者交流事業  ◆外出支援サービス事業 

◆ミニデイサービス事業 ◆日常生活自立支援事業 

◆配食サービス事業 

 

7月は社協会費の

納入月間です 

※とめし社協だより第 45 号（6 月 21 日発行）

の P15の法律相談所：7月 20日開催の予約先

に誤りがありましたので、訂正とお詫びを申し上

げます。      

誤）南方支所 ５８－５３０４  

            ↓ 

正）南方支所 ５８－５３０３ 

    


